
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３０年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（電源喪失） 

発生日時 平成３０年３月２２日 ０８時５１分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港潮見ふ頭南方沖  

 名港東大橋橋梁
リョウ

灯（Ｃ１灯）から真方位２０７°６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０２.９′ 東経１３６°５２.５′） 

インシデントの概要  自動車運搬船ふがく丸は、出航中、電源が喪失（ブラックアウト）

して主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年３月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

自動車運搬船 ふがく丸、１１,５７３トン 

 １３４４４０、株式会社フジトランスコーポレーション、鹿児島船

舶株式会社（船舶管理会社） 

 乗組員等に関する情報 機関長、二級（機関） 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１１人が乗り組み、潮見ふ頭ＢＱ２岸

壁沖を出航中、電源が喪失して主機が停止した。 

 本船は、その後、発電機を起動して主機を始動し、タグボート２隻

の支援を受けて、潮見ふ頭Ｑ２岸壁に着岸した。 

 本船は、着岸後、船舶管理会社の担当者が点検したところ、船体の

振動より‘スターンスラスタのモータの電線を結線する圧縮端子’

（以下「本件端子」という。）が破断したことが認められた。 

 船舶管理会社の担当者は、本件端子が破断したので欠相し、単相運

転となったことで過大電流が流れ、スターンスラスタの過負荷保護装

置が作動して負荷が遮断し、発電機が負荷の変動に追従できずに過回

転となり、過速度保護装置が作動して電源が喪失したものと推定し

た。 

分析  本船は、出航中、船体の振動により、本件端子が破断したことか

ら、単相運転となって過大電流が流れ、スターンスラスタの過負荷保

護装置が作動し、発電機が負荷の変動に追従できずに過回転となり、

過速度保護装置が作動して電源が喪失し、主機の運転ができなくなっ

て運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、出航中、船体の振動により、本件端子

が破断したため、単相運転となって過大電流が流れ、スターンスラス



 

タの過負荷保護装置が作動し、発電機が負荷の変動に追従できずに過

回転となり、過速度保護装置が作動して電源が喪失し、主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・スラスタのモータの電線を結線する圧縮端子については、定期的

に点検を行うこと。 

 


